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この犬山市水道事業給水装置工事設計施工基準（以下「施工基準」という。）は、犬山市水道事業

給水条例８条第１項及び第２項に基づき定めるもので、給水装置工事の施工に当たっては、次に掲げ

る事項を遵守して行わなければならない。 

 

Ⅰ．給水装置工事の基本計画等 

 

１．基本事項 

 

(1)．給水装置の工事(新設、増径、改設、移設、修繕)を施工しようとする場合、給水装置工事を行

おうとする者（以下「給水申込者」という。）は、犬山市水道事業指定給水装置工事事業者（以下

「指定工事業者」という。）を通じて、「給水装置工事申込書兼設計審査申請書（犬山市水道事業

給水条例施行規程（以下「施行規程」という。）様式第３）」（以下「給水申込書」という。）を

提出し、水道課の承認を得ること。 
 

(2)．配水管の分岐から水道メーター（以下「メーター」という。）までの材料は、この施工基準に

定めた当市指定の材料を使用すること。 
 

(3)．上記で指定した部分以外については、水道法施行令第５条第１項、第２項に基づく「給水装置

の構造及び材質の基準に関する省令」（以下「省令」という。）に適合した材料を使用すること。 
 

(4)．次に掲げる建物等については、多量の水使用による周辺の水圧低下や、断減水時等の著しい業

務上の支障、逆流による水道水質の汚染、物理的な水圧維持の不能等の問題が生じる可能性がある

ので、受水槽方式による給水とすること。ただし、申請者から真にやむを得ないと認められる特段

の事情が申し立てられた場合には、入院施設のある医療機関及び hから jの場合を除き、受水槽の

設置免除に関する誓約書（様式９）を提出させた上で申込みを受理することが出来る。なお、この

場合は、必ず申請者本人又は委任を受けた代理人からの陳述を受けるものとする。 

  a.病院等の医療機関 

    b.飲食店、社員食堂等給食施設を伴う施設 

    c.デパート、スーパーマーケット等 

    d.学校、幼稚園、保育園 

  e.理美容院 

  f.24 時間営業施設 

  g.クリーニング店 

  h.メッキ工場、薬品工場等、故障、断減水時等に発生する可能性のある逆流等により重大な水質

汚染及び健康被害を及ぼす危険がある業種 

    i.４階以上の建物の場合 

    j.その他、直圧給水によることにより安定かつ安全な水道の供給が困難になると市長及び水道技

術管理者が判断した場合 

 

(5)．３階直圧給水を希望する場合は、この施工基準の規定により水道課と協議すること。 
 

(6)．３階以上の受水槽方式の集合住宅で各戸検針（以下「集中検針」という。）を希望する場合は、

給水申込みの際、集合住宅の各戸検針及び各戸徴収に関する取扱要綱（以下「集中検針取扱要綱」

という。）に基づく集合住宅の各戸検針各戸徴収取扱申込書を提出し、施工に当たっては水道課の

指示を受け行うこと。 
 

(7)．単身者用賃貸マンションは、各戸検針は行わないので市のメーターは１個で計画すること。な

お、この場合、共用給水装置の適用を希望する場合は、共用給水装置に関する事務取扱要綱に基づ

く共用給水装置適用申請書を提出すること。 

 ※単身者用賃貸マンションとは、ファミリー向け賃貸住宅（LDK を除いて 9.9 ㎡以上（収納部分を 

除く）の居室２室以上を備えた住宅）以外の全てをいう。 

 

(8)．分譲又は賃貸を目的とする宅地の造成及び建物の建築に伴う給水申込み、並びに給水管の分岐

口径が３０㎜以上の給水申し込みについては、「上水道の給水について（様式１）」を提出するこ

と。 
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(9)．市街化調整区域内の給水申込みで、建築確認申請の確認済証の写し等が添付できない場合（例：

資材置場、作業場等）は、事前に水道課と協議すること。 

 

(10) ．給水管が他人の土地を通る給水工事、他人の家屋又は他人の所有地内への給水工事及び他人

の給水装置から分岐しての給水工事は行わないこと。なお、特別な場合は、事前に水道課と協議す

ること。  
 
(11) ．新たに配水管から給水装置を分岐する工事（以下「分水工事」という。）を行う場合で、同

一敷地内に既設の給水装置がある場合は、この給水申込みは増径又は改設により行い、休止の給水

装置を残さないように工事を施工すること。 
 

(12) ．直圧給水が可能な場合で、非住宅部分（店舗等）がある集合住宅の場合は、非住宅部分と住

宅部分を分けてメーターを設置すること。 

 

(13) ．４階以上又は３階建で住宅部分が２分の１以上で受水槽方式の併用住宅の場合は、集中検針

方式とすること。 

 

２．給水申込書作成 
 
1)．給水申込書記入方法 
給水申込書は、次により楷書で記入すること。 

 

①．住所 個人の場合は、住民基本台帳に記載されている住所を、法人の場合は、所在 

     地を記入すること。 

氏名  給水申込みを行う者の氏名を記入し、押印すること。フリガナは必ず記入す 

   ること。また、法人の場合は、法人名、代表者名を記入すること。印は、会 

   社印と代表者印を押すこと。 

電話  給水申込みを行う者の電話番号を記入すること。 

 

②．給水装置設置場所 

  登記簿に記載された土地の所在地番を正確に記入すること。この場合、配管図、土  

  地整理図等で確認すること。また、最近、分筆したものは、分筆図を添付すること。 

 

③．工事の種別 

  新設、増径、改設、移設、修繕の給水装置工事の種別を記入すること。 

 

④．指定給水装置工事事業者名  

  指定工事業者の会社名を記入し、会社印を押すこと。 

 

⑤．メーター口径 

  使用するメーターの口径を記入すること。 

 

⑥．道路区分  

  国道、県道、市道の区分を記入すること。不明の場合は、水道課に問い合わせ記入すること。 

 

⑦．用途  

  この欄は水道お客様センターで記入するので記入しないこと。 

 

⑧．新設以外の給水申込みの場合は、既設のメーター番号を記入すること。 

 

 

⑨．使用目的  

  住宅、集合住宅、単身者用マンション、事務所用、店舗用、店舗と家庭用の併用など 

    具体的に記入すること。 
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⑩．材料明細  

ア、公道部分、屋外分、屋内分、水栓類に分けて名称、形状寸法、数量、メーカー名、 

    品番を必ず記入すること。 

イ．品番の欄には、（公社）日本水道協会品質認証センター発行の「給水器具等認証登録         

リスト」（以下「認証リスト」という。）に記載の符号、番号、形式及び略号を記入するこ

と。なお、認証リストに登録されていない材料については空欄とすること。 

ウ、認証リストがない場合は、インターネットのホームページアドレスで確認し記入すること。 

   （ホームページアドレス http://www.jwwa.or.jp/center/） 

 

⑪．添付書類  

 建築確認申請の確認済証の写しなど建築確認済みであることの分かる書類を添付すること。添付で

きない場合は、正当な理由書を添付すること。また、給水申込みが13mmの新設の場合、建築確認

の平面図を添付すること。 

 (2)．図面記入方法 
 

①．表示記号 

図面に使用する表示記号は、下記の種類を標準とし、「別表１」に示したものを使用する。 

 給水管の管種記号 

 弁栓類その他の図示記号 

 給水栓類の符号（平面図） 

 給水栓類の符号（立面図） 

  受水槽その他の記号及び符号 

 工事別の表示方法 

 

②．図面の種類 

 給水装置工事の計画、施工に際しては、下記により(1)位置図、(2)平面図、(3)立体図を作成す

ること。また、必要に応じて詳細図、立面図を作成すること。 

位置図 給水申込家屋の位置及び付近の状況を図示すること。      

平面図 道路、敷地、建物平面図に給水装置と配水管の位置を図示すること。 

詳細図 平面図で表すことの出来ない部分を別途詳細に図示すること。 

立面図 建物や給水管の配管状況等を図示すること。 

立体図 給水管の配管状況を立体的に図示する。 

 

③．文字 

文字は明確に楷書で記入すること。文章は左横書きとすること。 

 

④．縮尺 

 平面図は、縮尺1/200で作成すること。立体図の縮尺は、自由とする。また、図面毎に縮尺を記

入すること。 
 

⑤．単位 

給水管及び配水管の口径の単位は㎜、延長の単位はｍとし、単位は記入しないこと。 

 

(3)．作図 

 

作図は、「別図１」を参照し、次の事項に留意して行うこと。 

 

①．方位 

作図にあたっては、必ず方位を記入し、北を上にすることを原則とする。 

 

②．位置図 

 給水申込家屋、施工路線、付近の状況、道路状況及び主要な建物を位置図欄に記入すること。住

宅地図のコピーを貼付する事も可とするが、この場合、位置が把握しやすいよう縮小コピーするな

どしてできるだけ広範囲な地図とすること。 
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③．平面図 

平面図には、次の内容を記入すること。 

ア．給水栓等給水用具の取付位置 
イ．配水管からの分岐位置（道路境界線から配水管までの距離と隣地境界線から給水管までの距離） 

ウ．布設する管の管種、口径、延長及び位置（給水管は、朱線で記入すること。） 

エ．道路の種別（国道、県道、市道の区分） 

オ．公私有地、隣接敷地の境界線 

カ．分岐する配水管及び既設給水管等の管種、口径（配管図を基に記入すること。） 

キ．その他工事施工上必要とする事項および各階の間取図 

 

④．詳細図 

平面図で表すことが困難な部分がある場合は、縮尺の変更による拡大図等により図示すること。 

 

⑤．立面図 

平面で表現することが困難な建物や配管等の場合は、立面図を図示又は添付すること。 

 

⑥．立体図 

立体図は、平面で表現することの出来ない配管状況を立体的に表示するもので、施工する管の種

類、口径及び延長等を記入すること。（給水管は、黒線で記入すること。） 

 

⑦．その他 

ァ．受水槽式給水の場合は、直結給水部分（受水槽まで）と受水槽以降に給水管を色分けする 

こと。なお、受水槽以降の配管状況も必ず記入すること。 

イ．受水槽の容量は、容量の大小にかかわらず、必ず記入すること。 

   また、受水槽を設置する場合、給水申込時に貯水槽水道施設調査票（様式２）１部を水道課に

提出すること。並びに、水道課が配布する貯水槽水道に関するリーフレットを施主に渡すこと。 

ウ．配管図図面番号と住宅地図ページ（記入例 P 45 A-5）を記入すること。 

 

Ⅱ．給水装置工事の施工 
  

１．工事の施工手順 
 

給水装置工事は、次の施工手順に従い水道課と連絡を密にして施工すること。 

 

(1)．指定工事業者が給水申込書を水道課へ提出 
 

(2)．水道課で給水申込書を審査し、承認した場合は、市納金（分担金、検査手数料等）の納入通知 

書に承認番号を付けて発送。（この納入通知書をもって給水装置工事承認通知を兼ねるものとす 

る。） 

 

(3)．給水申込者が、市納金を納入。指定工事業者は、市納金を納入した後に、工事に着手すること。 

 

(4)．指定工事業者は、分水工事をするときは、施行規程第12条に基づき分水工事立会依頼書を水道

課に提出後、水道課職員の立会いを受けて施工。分水工事立会依頼書には、道路管理者発行の道路

占用工事承認通知の写し及び警察署発行の道路使用許可証の写しを添付すること。また、市納金の

納入から５営業日未満に提出する場合は、領収済通知書の写しも添付すること。（水道課職員への

立会依頼は、２営業日前までに水道課へ行うこと。） 

 

(5)．建築工事用の給水を希望する指定工事業者は、「仮給水用メーター借用申請書（様式３）」を

水道課へ提出し、仮給水用メーターの貸し出しを受けること。市納金の納入から５営業日未満に提

出する場合は、領収済通知書の写しを添付すること。 

 

(6).集合住宅等でメーターの設置数が多い場合、メーターボックス蓋裏面に部屋番号・記号等を油性

の白ペンキで大きく明示すること。 
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(7). 完了の写真の取り方は、横取りで、分岐からメーターボックスと風景を入れ、管の位置を新設

（赤）既設管（青）に分けてボールペンで明示すること。 

 

(8)．工事が完了したとき、指定工事業者は、速やかに「給水装置工事竣工届兼工事検査申請書（施

行規程様式第４）」をメーター位置の写真を付けて水道課へ提出し、竣工検査を受けること。また、

指定工事業者は集合住宅等で通水検査を行う工事については、可能な限り早期に十分な時間的余裕

をもって水道課に連絡をとること。 

なお、給水申込書記載内容と実際の工事内容に変更があった場合は、竣工検査前に、給水申込書

を実際の工事に合わせ訂正すること。 

 

(9)．水道課は、竣工検査を行い、給水申込書と照合し確認を行う。検査合格後、水道課は、本メー

ターを出庫。 

 

(10)．指定工事業者は、速やかに本メーターの取り付けを行い、仮給水用メーターを水道課へ返却す 

ること。なお、返却する際に、返却日・承認番号・指定工事業者名を記入したラベル等を仮給水用

メーターに付けること。 

 

(11)．水道課は、仮給水用メーター設置期間中の水道料金を、仮給水用メーター借用申請を行った指

定工事業者に請求する。指定工事業者は、この水道料金の納入に責任を持つこと。 
 

２．給水管の分岐 

   

(1)．給水管の分岐口径は、給水栓数、使用水量、使用状況等を勘案して決定する後述のメーターの

口径と同口径とすること。ただし、メーターの口径が１３㎜の場合の分岐口径及び止水栓までの給

水管の口径は、２０㎜とすること。 

 

(2)．給水管の分岐は、３００㎜以下の配水管から行い、３５０㎜以上の配水管から直接の分岐は行

わないこと。なお、３５０㎜以上の配水管が給水装置設置予定地の隣接道路に布設されている場合

は、水道課が給水用の副管を設置するので、その管から分岐すること。また、この施設工事に要す

る費用は、給水申込者の負担とする。 

 

(3)．水道以外の管との誤接続を行わないよう十分な調査を行うこと。 

 

(4)．既設配水管からの分岐に当たっては、他の給水管の分岐位置から３０㎝以上離すこと。 
 

(5)．分岐管の口径は、配水管の口径より小さい口径とすること。 

 

(6)．異型管及び継手からは給水管の分岐を行わないこと。  
 

(7)．分岐には、配水管の管種、口径及び給水管の口径に応じ次の材料を用いること。 

  ①．サドル付分水栓 

 ②．割丁字管又は丁字管（水道課の指示を受け使用すること。） 

③．配水管の口径が小さく、サドル付分水栓がない場合は、水道課の指示を受け行うこと。 

 

(8)．サドル付分水栓の取付に当たっては、配水管の外面を十分清掃して行うこと、また、ボルトの

締め付けは、片締めにならないように注意して施工すること。 

 

(9)．穿孔機は、確実に取り付け、その仕様に応じたドリル、カッターを使用すること。また、穿孔

は、配水管の内面塗膜面等に悪影響を与えないように行うこと。  

 

(10)．口径２５㎜までの分岐は、特に指示する場合を除き、分水からメーターまでポリエチレン管を

使用すること。 

 

(11)．開発等に伴う給水申込みについては、分岐口径を２０mm以上とする。 
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３．給水管の埋設深さ、サンドクッション及び占用位置 

 

（1）．給水管の埋設深さは、道路部分にあっては、道路管理者の指示（通常の場合は、0.8ｍ以上）

に従うものとし、敷地内は、0.3ｍ以上とすること。 
 

（2）．管保護のためサンドクッションとして、掘削溝底に５㎝の山砂を敷くこと。また、管上につ

いては、道路内は、20㎝、敷地内は、10㎝の山砂を敷くこと。 

 

（3）．道路部分に配管する場合は、占用申請図面どおり施工すること。なお、変更する場合は、水

道課と協議すること。 

 

４．給水管の明示 

 

（1）．道路部分に布設する口径５０㎜以上の給水管は、明示テープ等により管を明示すること。 

 

（2）．敷地部分に布設する給水管の位置について、維持管理上明示する必要がある場合は、明示杭

等によりその位置を明示すること。 

 

５．止水栓の設置 

 

（1）．配水管から分岐して最初に設置する止水栓の位置は、原則として道路境界線から1.0ｍ以内の

敷地内とし、メーター直近上流に市指定のものを設置すること。 

 

（2）．止水栓は、維持管理上支障がないよう、メーターボックス又は専用のボックス内に収納する

こと。 

 また、止水栓伸縮部にプラスチックカバーを付けたまま設置すること。 

 

 

６．逆止弁の設置 

 

（1）．分岐口径が２５㎜以上の場合は、メーターの直近下流に逆止弁を設置すること。 

 

（2）．逆止弁は、（公社）日本水道協会品質認証センターに認証登録されたものを設置すること。 

 

７．メーターの設置 

 

(1)．メーターの口径の選定に当たっては、給水栓数、使用水量、使用状況等を勘案し決定すること。

なお、次の各項目のいずれかに該当する場合は、口径２０㎜以上が望ましいので留意すること。 

  ただし、給水栓数が１０箇所以上、又は、給水栓数が８箇所以上で２階に給水栓がある場合は、 

原則、口径２０㎜以上とすること。 

 

 ①．給水栓数が８箇所以上の場合 

 ②．２階に給水栓がある場合 

 ③．家族数が多いなどで使用水量が多い場合 

 ④．３箇所以上の同時使用が多い場合 

 

(2)．メーターの設置位置は、原則として玄関側で、道路境界線から1.0ｍ以内の敷地内とする。また、

門、塀の外とし、メーターの検針及び取替作業が容易であり、メーターの損傷、凍結等の恐れがな

い場所とすること。 
 

(3)．メーターの設置は、設置位置について市の承認を受けてから行うこと。 
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(4)．集合住宅等で建物内にメーターを設置する場合は、集中検針取扱要綱の規定に基づき、凍結防

止、取替作業スペースの確保、取付高さ等について充分配慮して行うこと。また、遠隔式メーター

集中検針盤等についても集中検針取扱要綱の規定に基づき施工すること。 
 

(5)．メーターの設置は、市指定の鋳鉄性のメーターボックス（別図２）を使用して行うこと。また、

メーター取り外し時の戻り水による汚染の防止を考慮して施工すること。 

 

(6)．メーターの設置に当たっては、メーターに表示されている流入方向の矢印を確認した上で水平

に取り付けること。また、メーターの機種により、メーター前後に所定の直管部を確保するなど、

計量に支障の無いよう施工すること。 

 

(7)．メーターの設置に当たっては、メーターボックス底板とメーター最下部との間隔を２cm以上あ

けて施工すること。また、メーター取替がしやすいよう設置すること。 

 

(8)．遠隔指示装置付のメーターを設置する場合において、遠隔指示装置は、遠隔式メーター用カウ

ンターポール及びボックスを使用して設置すること。 

 

(9) ．外構工事等によりメーターの周囲及びメーターの位置が変更になる場合は、必ず水道課へ届出

をし、水道課の指示を受け工事を施工すること。 

 

(10)．前(1)のただし書の規定にかかわらず、既にメーターが設置されている場合の改設については、

従来の口径によることができる。 

 

 

Ⅲ．工事施工方法 

 

１．道路占用及び道路使用 

 

道路占用及び道路使用の申請方法は、下記により行うこと。 
 

(1)．国道、県道 

  

占用申請及び道路使用申請は、水道課が行うので、申請に必要な書類を水道課へ提出すること。 

 

(2)．市道 
 占用申請及び道路使用申請とも水道課の承認を受けた後（占用申請の書類に水道課の受付印を押

してもらうこと。）、指定工事業者が道路管理者及び警察へ申請すること。 

 

２．土工事 

 

(1)．工事は、関係法令を遵守して、各工種に適した方法によって行い、設備の不備、不完全な施工

等によって事故等を起こさないよう施工すること。 
 

(2)．掘削に当たっては、事前の調査を充分行い、安全で確実な施工が出来る掘削断面とすること。 

 

(3)．掘削方法の選定に当たっては、現場状況等を総合的に検討した上で決定すること。 
 

(4)．掘削は、周辺の環境、交通、他の埋設物等に与える影響を十分配慮し、入念に行うこと。 

 

(5)．道路内の埋め戻しに当たっては、良質な土砂を使用し、施工後に陥没、沈下等が発生しないよ

う十分締め固めるとともに、埋設した給水管及び他の埋設物にも十分注意すること。 

 

３．道路復旧 

 

 道路の復旧は、道路管理者の指示に従い、速やかに行うこと。 
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４．現場管理 

 

 関係法令を遵守するとともに、常に工事の安全に留意し、現場管理を適切に行い、事故防止に努め

ること。 

 

５．配管工事 

 

(1)．給水管及び給水用具は、最終の止水機構の流出側に設置される給水用具を除き、耐久性能を有

するものを用いること。（省令第１条第１項） 
 

(2)．減圧弁、逃がし弁、逆止弁、空気弁及び電磁弁は、耐久性能を有するものを使用すること。（省

令第７条） 
 

(3)．給水装置の接合箇所は、水圧に対する十分な耐力を確保するために、その構造及び材質に応じ

た適切な接合を行うこと。（省令第１条第２項） 
 

(4)．家屋の主配管の配管経路が、構造物の下を通過することを避けることにより、漏水時の修理が

容易に行えるような施工を行うこと。（省令第１条第３項） 

 

Ⅳ．材料指定 

 

 配水管から分岐する分水栓から止水栓までの材料及びメーターボックスは、下記の材料を使用する

こと。なお、この材料指定は、口径２５㎜までとし、２５㎜を超える場合は、その都度水道課と協議

すること。 

 

分水栓       サドル付分水栓ボール式（メーター口径と同口径の分水栓を使用 

          すること。ただし、メーターの口径が１３mmの場合は分岐口径が 

２０mmの分水栓を使用すること。） 

止水栓       伸縮式止水栓ボール式（盗水防止型のもので、メーター口径と同 

          口径の止水栓を使用すること。ただし、メーターの口径が１３mm 

の場合は２０mm×１３mmの伸縮式止水栓ボール式を使用すること。） 

メーターボックス  鋳鉄製（規格寸法は、別図２のとおり） 

ポリエチレン管   一種 二層管（メーター口径と同口径の管を使用すること。ただ 

          し、メーターの口径が１３mmの場合は２０mmの管を使用すること。） 

ポリ管継手     分水側    エルボ60°及びソケット（差し込み式のものを使用   

          すること。） 

                  メーター側   ロングエルボ90°（差し込み式のものを使用するこ 

          と。） 

          その他ポリ管継手は全て差し込み式のものを使用すること。 

 

Ⅴ．水圧テスト 
 

給水装置工事完了後、水道課職員の立会いのうえ、水圧テストを実施すること。なお、テスト方法

は水道課の指示する方法で、試験水圧１．７５MPa（１７．８ｋｇｆ/㎠）の圧力をかけ２分間以上

保持すること。 
 

Ⅵ．受水槽の容量 
 

 集合住宅及び病院、飲食店等受水槽を設置して給水する場合の受水槽容量の基準は、次のとおりと

する。 

 

１．集合住宅 
  １人・１日２７０㍑ １世帯３．０人で計算し、１日使用水量の１０分５の容量で計画すること。 
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２．その他 
   日本水道協会の水道施設設計指針（以下「指針」という。）によることとし、水道課と協議して

施工すること。 

 

Ⅶ．３階直圧給水 
 

３階直圧給水は、次により行うものとする。３階直圧給水を行おうとする者（以下「３直給水希望

者」という。）は、事前に水道課の定める「３階直圧給水協議書（様式４）」（以下「協議書」とい

う。）に必要書類を添付して協議の申請をし、審査を受けなければならない。 

 

１．協議及び審査 

 

３直給水希望者は、指定工事業者を通じて協議書を提出し、給水申込書を提出する前に審査を受け

るものとする。 
 

(1)．調査 
 指定工事業者は、水道課へ申し出を行った後、設計着手前に次の事項について調査を行うこと。 

 

①．配水管最小動水圧の測定 

３階直圧給水を行おうとする場所に最も近接した消火栓において水圧を２４時間測定し、配水

管最小動水圧を測定すること。 

②．３階直圧給水可能水圧基準表 

 

   配水管最小動水圧の測定結果を下記の表と照合し、３階直圧給水が可能かを判断すること。 

 

○は可・×は不可                          単位：MPa 

配水管最小動水圧 

 

実施対象建物 

0.2未満 0.2以上0.25未満 0.25以上 

一戸建て専用住宅 × ○ ○ 

一戸建て小規模店舗付住宅 × ○ ○ 

集合住宅 × × ○ 

事務所ビル・倉庫等 × ○ ○ 

 

(2)．協議書の提出 
 

 調査の結果３階直圧給水の基準に適合している場合、指定工事業者は、次の書類を添付して協議書

を提出すること。なお、損失水頭計算表の作成については、水道課と協議して行うこと。 

 

  ①見取り図、②平面図、③立面図、④立体図、⑤損失水頭計算表 

 

(3)．審査 
 

  水道課は、提出された書類により、適否の判断を行い、「回答書（様式５）」により申請者に通

知する。３階直圧給水が可能の場合は、給水申込書を提出すること。 

   なお、提出に際し「誓約書（様式６）」を添付すること。 

  また、不可能な場合は水道課と協議し、他の方法により、給水申込みを行うこと。 

 

２．実施条件 

 

(1)．対象建物 
 

対象建物は、次のものに限るものとする。 
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①．一戸建て専用住宅 

②．一戸建て小規模店舗付住宅 

③．集合住宅 

④．事務所ビル、倉庫等使用水量の少ないもの 

⑤．③と④の併用ビル 
 

 ただし、建築物の階数が３階を超える場合でも、給水設備を４階以上に設けない場合は、対象とす

ることができる。 

 

(2)．メーター口径 

 

メーター口径は、２０㎜以上２５㎜以下とする。 
 

(3)．３階直圧給水の給水栓高の限度 
 

 ３階に設置する給水栓の高さは、道路面より８．０ｍ以下とし、太陽熱温水器の高さは１３．０ｍ
以下とすること。 

 (4)．逆流防止装置 

 

①．逆流の防止及びメーター等の維持管理を容易にするため、メーターの直近下流に逆 

    止弁を設置すること。 

 

②．逆止弁は、単式逆止弁もしくはこれと同等以上の性能を有する逆止弁とすること。 
 

③．逆止弁の設置位置は、原則としてメーターボックス内とすること。 

 

３．給水装置の配管例 
 

 配管例は、別図３のとおりとする。この例に無い場合は、水道課と協議し行うこと。 

 

４．受水槽方式からの改造 
 

 既設の受水槽方式の給水装置を直圧給水に改造する場合は、次の方法により行うこと。なお、その

他の基準及び手続きは、新設の場合に準じて行うこと。また、加圧方式による改造は行わないこと。 

 

①．建物内の既設給水管の布設替を行い改造すること。 

②．布設替が出来ない場合は、高置水槽方式により行うこと。 

③．②の場合の検針方式は、メーター１個又は、集中検針のいずれかとすること。 

 

 

Ⅷ．その他事項 
 

この施工基準に定めのない事項は、原則として指針により行うものとし、また、特別な事情がある

場合は、水道課と協議して施工すること。 

 

附 則 

 

この施工基準は、平成10年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 

１ この施工基準は、平成14年４月１日から施行する。 
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２ この施工基準の施行の日前になされた給水申込みについては、なお従前の例による。 

 

３ この施工基準の施行の日前に宅地内への給水管の引き込み工事が施工済の四季の丘第１期開発 

地区718戸分、桃山台235戸分及びその他分岐工事が施行済の場合についてのこの施工基準Ⅱの７の 

(1) の規定は、平成19年４月１日以降の給水申込分について適用し、この日前の給水申込分につい 

ては、なお従前の例による。 

 

附 則 

 

１ この施工基準は、平成15年４月１日から施行する。 

 

２ この施工基準の施行の日前になされた給水申込み、並びに、前附則第３項については、なお従前 

の例による。 

 

３ この施工基準の施行の日前に宅地内への給水管の引き込み工事が施工済の四季の丘第１期開発 

地区718戸分、桃山台235戸分及びその他分岐工事が施行済の場合についてのこの施工基準Ⅱの２の 

(1)ただし書の規定は、平成19年３月31日までの給水申込分については適用しない。 

 

附 則 

 

 この施工基準は、平成16年6月 1日から施行する。 

 

附 則 

 

 この施工基準は、平成16年12月 1日から施行する。 

 

附 則 

 

 この施工基準は、平成17年１月11日から施行する。 

 

附 則 

 

 この施工基準は、平成20年4月1日から施行する。 

 

 

附 則 

 

 この施工基準は、平成26年4月1日から施行する。 

 

附 則 

 

１ この施工基準は、令和2年4月1日から施行する。 

 

２ この施工基準の施工の日前になされた給水申込みについては、なお従前の例による。 



別表１　　表示記号表

管　　　種 記　号 名　　　称 図示記号

ダクタイル鋳鉄管 Ｄ　Ｉ　Ｐ 仕切弁

鋳鉄管 Ｃ　Ｉ　Ｐ 止水栓 ×

ステンレス鋼管 Ｓ　Ｓ　Ｐ 逆止弁

耐衝撃性硬質
塩化ビニ－ル管

ＨＩＶＰ 消火栓 ●

硬質塩化ビニ－ル
ライニング鋼管

ＳＧＰ－Ｖ
防護管

（さや管）

硬質塩化ビニ－ル管 Ｖ　　Ｐ 口径変更

ポリエチレン管 Ｐ　　Ｐ メ－タ－

ポリ粉体ライニング
鋼　　　　管

ＳＧＰ－Ｐ

亜鉛めっき鋼管 Ｇ　　Ｐ

鉛　　　　管 Ｌ　　Ｐ 種　　別 符　　号

銅　　　　管 Ｃ　　Ｐ 一般用具

石綿セメント管 ＡＣＰ その他

ライニング鉛管 ｐｂＴＷ

架橋ポリエチレン管 ＸＰＥＰ

ポリブテン管 ＰＢＰ

塗覆装鋼管 ＳＴＷＰ

耐熱性硬質塩化
ビニ－ルライニング管

ＳＧＰ－ＨＶ

給配水管の管種記号 弁栓類その他の図示記号

給水栓類の符号　（平面図）

Ｍ
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種　　　別 符　　　号 名　　　称 記号及び符号

一般用具給水栓類 受水槽

一般用具
シャワ－ヘッド 　　△ 高置水槽

一般用具
フラッシュバルブ

ポンプ

一般用具
ボ－ルタップ

増圧ポンプ

その他

名　　　　称 線　　別

新　　設 実線

既　　設 破線

撤　　去

廃　　止

工事別の表示方法

記　入　例

実線を
斜線で消す

給水栓類の符号　（立面図） 受水槽その他の記号及び符号

Ｐ

Ｐ
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別図１  給水申込書作図例
  ※

　※ 　　※

配水管

配　管　図 住宅地図

図面番号 ペ－ジ

HIVP20＝10.0

※各部の材質、寸法を記入すること。

HIVP20＝9.0

HIVP20＝10.0

Ｎ

道路境界線

5.0

　　市道

　φ100　ＤＩＰ

　管種・口径を

　記載すること

1.5

※２階建以上の場合は、立体図、平面図とも全ての配管状況がわかるよう記入すること。
※共同住宅のようにメ－タ－を多数設置する場合、状況がわかるよう詳細図を記載すること。

位　置　図

申請位置をわかりやすくすること。

44　Ａ 14Ａ－５

※

　　人が記載すること。

　　既設給水の場合は申請人が

　　記載すること。 出来る限り縮小して広範囲を表示し、

　　　　　　ｱﾝｸﾞﾙ水栓 湯水混合水栓

道　　路 私有地

※　

※　

立　体　図

湯水混合水栓

立形混合水栓

散　水　栓

玄関は必ず表示すること。
　　　　3.0

φ100　ＤＩＰ 　必ず記載事項の訂正を行うこと。

　竣工届時に訂正がなされていない場合は、本メ－タ－の出庫

　はしませんので必ず訂正をすること。

Ｓ＝１：２００

平　面　図

　　　　道路巾員

　当初申請の際と分水位置及び本管口径等が異なった場合は、

※印は、新規に分水する場合は立会

ＦＲＥＥ

既設給水管の場合は破線で記載する

ＰＰ20＝3.0

Ｍ

ﾒ-ﾀ-BOX

道路境界線

柴 山
森川

○○○
アパ－ト

長縄

山 田

○○○
コンビニ

申請地

○○○㈱
犬山工場

三輪

小 川

松
本
町

Ｍ

玄関

Ｍ
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別図２ メーターボックス規格 

 

１．メーター口径 13mm～40mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メーターボックス本体寸法表                                単位：mm 

ﾒｰﾀｰ口径 Ａ１ Ａ２ Ｂ１ Ｂ２ H 

13 ㎜ ３４０ ３２０ ２３０ ２０５ １５０ 

20 ㎜ ４６０ ４５０ ２４５ ２２０ １９５ 

25 ㎜ ５５０ ５２５ ２７５ ２５５ １８０ 

40mm ６２０ ５８０ ３５０ ３３０ ２４０ 

 

耐荷重 破壊荷重６ｔ以上 

 

メーターボックス底板 メーターボックス本体に対応した底板を使用すること。 

Ｂ２ Ａ２ 

Ａ１ 

H 

Ｂ1 

犬
水 

 

量 水 器 

犬水のマーク入り 
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２．メーター口径５０㎜以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メーターボックス本体寸法表                                単位：mm 

ﾒｰﾀｰ口径 Ａ１ Ａ２ Ｂ１ Ｂ２ H 

50・75 ㎜ ７９０ ８７５ ５１５ ５７５ １００ 

100 ㎜ ９２５ １０００ ６３０ ６８０ １００ 

 

耐荷重 破壊荷重３０ｔ以上 

 

量水器 

水 

 

量水器 

水 

Ｂ１ 

Ｂ２ 
 

Ａ１ 

Ａ２ 
 

Ｈ 
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別図３ ３階直圧給水配管例                      

 
(1)．一戸建て専用住宅、一戸建て小規模店舗付住宅、事務所ビル、倉庫等の場合             

 

 

 

 
 

 

 

Ｍ Ｍ 
Ｍ Ｍ Ｍ 

Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ 
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 (2)．集合住宅及び事務所ビル、倉庫等との併用ビルの場合 

 立ち上がり管の最上部に小型空気弁を設置すること。 

 

①．各戸検針する場合（集合住宅及び事務所ビル、倉庫等との併用ビルに適用） 

 

 
 

①． 大メーター１個で検針する場合（全て住宅等用途が同一の場合に適用） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ 

 
 

Ｍ Ｍ 


